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直

﹇
は
じ
め
に
﹈

地
球
は
二
四
時
間
に
一
回
の
割
合
で
自
転
し
て
い
る
。
こ
の
回
転
に
伴
い
、
上
向
き
の
遠
心
力
が
発
生
す
る
。
地
球
の
引
力
は
距
離
の

二
乗
に
比
例
し
て
低
下
し
、
遠
心
力
は
距
離
に
応
じ
て
増
大
す
る
。
地
表
か
ら
約
三
万
六
〇
〇
〇
㎞
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
両
者
は
等
し
い

力
と
な
り
打
ち
消
し
あ
う
。
そ
れ
よ
り
離
れ
れ
ば
、
遠
心
力
の
方
が
強
く
な
る
。
い
ま
、
遠
心
力
が
一
番
強
い
地
点
で
あ
る
赤
道
上
か
ら
、

遠
心
力
が
地
球
の
引
力
に
打
ち
勝
ち
、
ピ
ン
と
張
る
の
に
足
り
る
だ
け
の
、
十
分
に
長
い
ケ
ー
ブ
ル
を
宇
宙
に
延
ば
す
と
、
こ
の
ケ
ー
ブ

ル
は
支
え
る
も
の
な
く
直
立
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
に
沿
っ
て
乗
り
物
（
一
般
に
ク
ラ
イ
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
）
を
走
ら
せ
る
と
、

一
七
九
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ロ
ケ
ッ
ト
と
い
う
爆
発
の
危
険
性
が
高
く
、
し
か
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
悪
い
方
法
に
依
る
こ
と
な
く
、
宇
宙
と
地
表
を
往
還
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る

（
1
）

。
ビ
ル
の
地
上
階
と
高
層
階
を
エ
レ
ベ
ー
タ
で
往
還
す
る
の
と
同
じ
感
覚
で
、
宇
宙
と
の
往
還
が
可
能
に
な
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
の
方
法
を
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
と
呼
ぶ

（
2
）

。

遠
心
力
が
重
力
に
打
ち
勝
っ
て
直
立
す
る
の
に
必
要
な
ケ
ー
ブ
ル
の
長
さ
は
、
計
算
上
は
約
一
四
万
㎞
で
あ
る
が
、
ケ
ー
ブ
ル
の
先
に

適
当
な
質
量
を
も
つ
錘
を
付
け
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
短
く
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
様
々
な
要
素
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
ケ
ー
ブ
ル

の
長
さ
は
一
〇
万
㎞
程
度
が
適
当
で
あ
る
と
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

（
3
）

。

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
理
論
的
に
は
単
純
で
あ
る
が
、
そ
の
実
用
化
に
は
様
々
な
技
術
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も

基
本
的
な
問
題
は
、
そ
れ
に
必
要
な
ケ
ー
ブ
ル
の
素
材
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
素
材
も
、
一
定
の
長
さ
を
超
え
る
と
、
ケ
ー
ブ
ル
自
体
の

重
量
を
支
え
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
切
れ
る
。
こ
の
長
さ
を
破
断
長
（breaking length

）
と
い
う

（
4
）

。
鋼
鉄
の
ケ
ー
ブ
ル
の
破
断
長
は
、

最
強
の
も
の
で
も
五
〇
㎞
ほ
ど
で
あ
る
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
素
材
に
必
要
な
破
断
長
は
、
計
算
上
四
九
六
〇
㎞
で
あ
る

（
5
）

か
ら
、
鋼
鉄
は

必
要
の
百
分
の
一
程
度
の
強
度
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
は
、
長
い
こ
と
夢
物
語
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。

し
か
し
、
一
九
九
一
年
に
日
本
の
飯
島
澄
男
（
当
時
Ｎ
Ｅ
Ｃ
筑
波
研
究
所
勤
務
）
が
発
見
し
た
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
（
Ｃ
Ｎ
Ｔ（

6
）

）
は
、

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
必
要
な
強
度
を
備
え
て
い
た

（
7
）

。
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
ア
ン
ド
レ
・
ガ
イ
ム
等
の
二
〇
一
〇
年
度
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
受

賞
の
研
究
対
象
と
な
っ
た
グ
ラ
フ
ェ
ン
も
、
同
様
の
強
度
を
備
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
近
年
、
急
速
に
そ
の
実
現
の
た
め
の
研
究
が
進
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
8
）

。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設

に
伴
う
法
的
問
題
の
解
明
も
ま
た
急
務
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。

一
八
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
三
九
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
上
述
の
と
お
り
、
完
成
す
れ
ば
、
全
長
一
〇
万
㎞
に
達
す
る
人
類
史
上
最
大
の
構
造
物
で
あ
り
、
海
か
ら
は
じ

ま
っ
て
、
空
を
抜
け
、
宇
宙
に
至
る
構
造
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
然
的
に
海
、
空
、
宇
宙
と
い
う
三
つ
の
異
質
の
法
的
空
間
と
関

わ
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
空
間
に
つ
い
て
も
、
既
に
長
い
歴
史
を
持
ち
、
関
係
各
国
の
ぎ
り
ぎ
り
の
妥
協
の
中
で
形
成
さ
れ
た
国
際

慣
習
法
及
び
国
際
条
約
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
た
め
に
修
正
す
る
事
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
構
築
は
、
そ
う
し
た
関
係
す
る
国
際
慣
習
法
や
国
際
条
約
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
発
生
す
る
代
表
的
な
問
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

一　

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
と
海
洋
法

㈠　

序
説

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
前
述
の
理
由
か
ら
、
地
球
上
で
の
建
設
場
所
は
赤
道
上
に
限
定
さ
れ
る
。

従
来
、
地
上
基
部
（
地
球
側
の
ア
ン
カ
ー
、
ア
ー
ス
ポ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。）
の
設
置
場
所
と
し
て
は
、
赤
道
直
下
の
高
山
が
適

当
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
が
全
長
一
〇
万
㎞
に
達
す
る
巨
大
構
造
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
高
山
上
に

地
上
基
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
数
㎞
の
節
減
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
振
動
等
に
対
応
す
る

に
は
、
地
上
基
部
は
可
動
型
で
あ
る
こ
と
が
好
ま
し
く
、
可
動
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
は
、
移
動
を
遮
る
も
の
の
な
い
海
上
が
好
ま
し
い

こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
今
日
で
は
、
地
上
基
部
の
洋
上
設
置
場
所
と
し
て
は
、
洋
上
が
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

法
的
観
点
か
ら
も
、
そ
れ
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
が
、
国
家
主
権
の
問
題
で
あ
る
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、

一
八
一
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人
類
の
宇
宙
に
至
る
道
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
設
置
可
能
な
場
所
は
、
物
理
学
的
な
理
由
か
ら
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
設
置
場
所
自
体
が
、
人
類
の
普
遍
財
産
（C

om
m
on heritage of m

ankind

）
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
そ
の
利
用
の
許
諾
権
限
を
、
特
定
国
が
独
占
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
利
用
は
、
所
属
す
る
国
の
如
何
に
関
わ
り
な
く
、

全
て
の
人
類
に
解
放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
主
権
国
家
の
影
響
を
極
力
排
除
す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

重
要
な
交
通
手
段
を
、
特
定
の
国
家
の
主
権
の
及
ぶ
範
囲
内
に
建
設
す
る
と
、
ス
エ
ズ
運
河
や
パ
ナ
マ
運
河
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ど
れ
ほ
ど
法
律
や
条
約
の
形
式
で
法
的
拘
束
を
課
し
て
い
て
も
、
そ
の
所
在
国
の
影
響
を
長
期
に
わ
た
っ
て
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

人
類
が
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設
に
成
功
し
て
宇
宙
に
容
易
に
進
出
し
う
る
時
代
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
地
球
に
住
む
人
類
に
と
っ
て
、

海
洋
の
持
つ
重
要
性
に
変
化
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
海
洋
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
と
い
う
関
係
各
国
の
軋
轢
を
調
整
す

る
た
め
に
発
達
し
た
海
洋
法
こ
そ
が
、
今
日
国
際
法
の
名
で
知
ら
れ
る
法
領
域
の
濫
觴
で
あ
っ
た

（
9
）

。
特
に
現
存
す
る
国
連
海
洋
法
条
約

は
、
以
下
に
お
い
て
説
明
す
る
と
お
り
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
関
係
各
国
の
妥
協
を
重
ね
て
到
達
し
た
成
果
物
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
地
上
基
部
を
建
設
す
る
た
め
と
は
い
え
、
既
存
の
条
項
を
修
正
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ

の
事
か
ら
考
え
る
と
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
を
洋
上
に
設
置
す
る
場
合
の
法
的
根
拠
は
、
特
別
の
国
際
条
約
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

現
存
の
国
際
条
約
の
枠
内
で
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

結
論
を
述
べ
れ
ば
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
対
す
る
特
定
国
の
主
権
の
影
響
を
排
除
す
る
た
め
の
手
段
は
、
地
上
基
部
を
公
海
上
に
設
置

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
、
現
存
の
海
洋
法
体
系
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
抵
触
す
る
こ
と
な

く
、
地
上
基
部
を
建
設
で
き
る
の
は
公
海
上
と
い
う
結
論
を
導
く
過
程
を
説
明
す
る
。

一
八
二
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、
空
法
及
び
宇
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（
甲
斐
）

（
四
四
一
）

1　

国
連
海
洋
法
条
約
の
概
略

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
存
在
し
た
国
際
連
盟
と
異
な
り
、
現
在
の
国
際
連
合
は
、
そ
の
憲
章
一
三
条
一
項
ａ
に
お
い
て
「
国
際
法
の
漸

進
的
発
達
及
び
法
典
化
を
奨
励
す
る
こ
と
」
を
国
連
総
会
の
権
限
と
し
て
明
確
に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
国
連
は
、
早
い
段
階

か
ら
領
海
等
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
に
向
け
て
動
い
て
き
た
。

⑴　

第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議

一
九
五
八
年
二
月
二
四
日
か
ら
四
月
二
七
日
ま
で
約
二
ヶ
月
間
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
一
次
国
連
海
洋
法

会
議
は
、
領
海
条
約
、
公
海
条
約
、
大
陸
棚
条
約
、
公
海
生
物
資
源
保
存
条
約
と
い
う
四
本
の
条
約
と
公
海
生
物
保
存
条
約
に
関
す
る
選

択
議
定
書
一
本
を
制
定
す
る
の
に
成
功
し
た

（
10
）

。

し
か
し
、
領
海
条
約
に
関
し
て
は
、
領
海
に
関
し
て
従
来
国
際
慣
習
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
法
典
化
し
た
に
と
ど
ま
り
、
肝

心
の
領
海
の
幅
に
つ
い
て
は
、
と
う
と
う
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
将
来
の
課
題
と
し
て
先
送
り
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

公
海
条
約
も
、
そ
れ
ま
で
の
国
際
慣
習
法
の
成
文
化
が
中
心
と
な
り
、
肝
心
の
ど
こ
か
ら
が
公
海
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

日
本
は
、
こ
の
四
本
の
条
約
の
う
ち
、
領
海
条
約
及
び
公
海
条
約
の
み
を
批
准
し
、
他
の
条
約
及
び
選
択
議
定
書
は
批
准
し
な
か
っ
た
。

特
に
大
陸
棚
条
約
に
関
し
て
は
、
漁
業
国
と
し
て
、
エ
ビ
、
カ
ニ
、
貝
等
、
大
陸
棚
に
定
着
し
て
い
る
魚
種
（sedentary species

）
に
対

す
る
沿
岸
国
の
権
利
拡
張
に
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
積
極
的
に
反
対
し
た
。

西
ド
イ
ツ
も
ま
た
、
同
条
約
に
対
し
て
基
本
的
な
疑
問
を
持
っ
て
批
准
し
な
か
っ
た
国
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
北
海
大
陸
棚
事

件
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
七
年
に
ハ
ー
グ
の
国
際
司
法
裁
判
所
（International C

ourt of Justice

＝IC
J

）
に
提
訴
さ
れ
た
同

一
八
三
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（
四
四
二
）

事
件
で
は
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
ド
イ
ツ
に
対
し
、
隣
接
す
る
二
国
間
で
の
境
界
画
定
方
法
と
し
て
、
大
陸
棚
条
約
六
条
が

定
め
る
等
距
離
原
則
が
及
ぶ
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
等
距
離
原
則
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
北
海
に
対
し
て
凹
型
の
海
岸
線
を
持
つ

ド
イ
ツ
は
大
変
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
国
連
条
約
が
国
際
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る

状
態
に
達
し
て
い
れ
ば
ド
イ
ツ
を
拘
束
す
る
と
し
、
大
陸
棚
条
約
の
う
ち
、
一
条
か
ら
三
条
に
関
し
て
は
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
性
格
を

一
部
保
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
六
条
に
関
し
て
は
未
だ
そ
の
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
と
し
た

（
11
）

。
な
お
、
わ
が
国
の
判
例
は
、

同
判
決
に
依
拠
し
、
一
条
か
ら
三
条
に
関
し
、
そ
の
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
効
力
を
認
定
し
て
い
る

（
12
）

。

⑵　

第
二
次
国
連
海
洋
法
会
議

領
海
の
幅
な
ど
、
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
が
積
み
残
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
一
九
六
〇
年
三
月
一
七
日
か
ら
約
一
ヶ
月
間
、

八
八
ヶ
国
の
代
表
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
が
、
何
ら
具
体
的
な
成
果
を
出
す
こ
と
な
く
閉
幕
さ
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
に
急
増
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
国
の
存
在
が
あ
る
。
特
に
会
議
の
あ
っ
た
一
九
六
〇
年
は
ア
フ

リ
カ
の
年
と
い
わ
れ
、
こ
の
年
だ
け
で
実
に
一
六
ヶ
国
の
新
国
家
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

認
め
ら
れ
て
い
た
公
海
の
自
由
原
則
そ
の
も
の
が
、
先
進
国
の
既
得
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
存
在
で
あ
る
と
論
難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
次
会
議
の
成
果
そ
の
も
の
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
時
、
そ
れ
ら
の
条
約
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
会
議
が
成
功

す
る
わ
け
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
13
）

。

⑶　

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議

大
陸
棚
条
約
は
、
大
陸
棚
の
概
念
と
し
て
「
海
岸
に
隣
接
し
て
い
る
が
領
海
の
外
に
あ
る
海
底
区
域
で
あ
っ
て
、
水
深
が
二
〇
〇
ｍ
ま

で
で
あ
る
も
の
又
は
水
深
が
こ
の
限
度
を
こ
え
て
い
る
が
そ
の
天
然
資
源
の
開
発
を
可
能
に
す
る
限
度
ま
で
で
あ
る
も
の
の
海
底
」
と
規

一
八
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
三
）

定
し
て
い
る
。
こ
の
、
特
に
後
半
の
「
水
深
が
こ
の
限
度
を
こ
え
て
い
る
が
そ
の
天
然
資
源
の
開
発
を
可
能
に
す
る
限
度
ま
で
で
あ
る
も

の
の
海
底
」
と
言
う
点
に
関
し
、
小
田
滋

（
14
）

は
、
将
来
、
深
海
探
査
技
術
の
進
展
と
と
も
に
、
全
て
の
海
底
が
い
ず
れ
か
の
国
の
管
理
下
に

置
か
れ
、
公
海
と
い
う
も
の
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
重
要
な
警
告
を
発
し
た

（
15
）

。

こ
の
小
田
の
警
告
を
真
剣
に
受
け
止
め
た
者
の
一
人
に
、
マ
ル
タ
の
国
連
大
使
パ
ル
ド
（A

vid P
ardo

）
が
い
る
。
彼
は
、
一
九
六
七

年
、
第
二
二
国
連
総
会
に
お
い
て
、
昼
食
を
挟
ん
で
実
に
四
時
間
に
わ
た
る
大
演
説
を
行
い
、
小
田
の
解
釈
に
依
拠
し
な
が
ら
、
大
陸
棚

が
ど
こ
ま
で
も
進
展
し
、
深
海
底
資
源
が
先
進
国
に
よ
っ
て
取
り
尽
く
さ
れ
る
と
い
う
未
来
図
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
海
底

が
人
類
の
共
同
財
産
た
る
べ
き
こ
と
を
世
界
に
訴
え
、「
我
々
の
長
期
目
標
は
、
国
家
管
轄
権
の
外
側
の
海
底
を
、
人
類
の
利
益
の
た
め

に
管
理
す
る
適
切
な
権
限
を
持
っ
た
専
門
機
関
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
た
。

こ
の
演
説
に
応
え
て
行
わ
れ
た
海
底
平
和
利
用
決
議
は
、
別
名
マ
ル
タ
決
議
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
決
議
に
基
づ
き
、
当
初
ア
ド
ホ
ッ
ク

委
員
会
の
形
で
、
後
に
常
設
委
員
会
と
し
て
海
底
平
和
利
用
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
に
対
す
る
付
託
事
項
は
、
一
九
七
一

年
以
降
は
、
海
洋
法
一
般
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
一
九
七
三
年
か
ら
開
催
さ
れ
た
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
は
、
一
九
八
二

年
ま
で
実
に
一
〇
年
間
と
い
う
驚
異
的
な
長
期
協
議
活
動
の
末
、
今
日
の
国
連
海
洋
法
条
約
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
モ

ン
テ
ゴ
・
ベ
イ
で
作
成
さ
れ
、
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
条
約
は
、
一
九
九
四
年
に
発
効
し
た
。
日
本
は
一
九
八
三
年
に
署
名
し

一
九
九
六
年
に
批
准
し
た
（
平
成
八
年
七
月
一
二
日
条
約
第
六
号
）。

そ
の
基
本
思
想
は
「
海
は
全
人
類
の
も
の
で
あ
り
国
家
は
海
洋
に
関
し
て
人
類
に
対
す
る
義
務
を
有
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
世
界
の

海
の
憲
法
と
呼
ば
れ
て
い
る

（
16
）

。
日
本
で
も
条
約
発
効
に
対
応
す
る
た
め
多
数
の
関
連
立
法
、
法
律
改
正
が
行
わ
れ
た
。

一
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
四
）

㈡　

国
連
海
洋
法
条
約
下
に
お
け
る
公
海

以
下
に
お
い
て
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
公
海
、
排
他
的

経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
図
1
は
、
そ

の
簡
単
な
模
式
図
で
あ
る
。

1　

公
海

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
「
公
海
」
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
て
い
る
。

「
い
ず
れ
の
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
若
し
く
は
内
水

又
は
い
ず
れ
の
群
島
国
の
群
島
水
域
に
も
含
ま
れ
な
い
海
洋
の

す
べ
て
の
部
分
」（
海
洋
法
条
約
八
六
条
）

す
な
わ
ち
、
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
成
果
物
た
る
公
海
条
約

に
よ
る
公
海
概
念

（
17
）

と
は
異
な
り
、
国
連
海
洋
法
条
約
下
の
今
日
に
お

い
て
は
、
公
海
は
、
単
に
特
定
国
の
領
海
外
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

排
他
的
経
済
水
域
外
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
定
義
に
は
現
れ
て
こ
な
い
が
、
大
陸
棚
も
ま
た
、

排
他
的
経
済
水
域
に
準
ず
る
海
域
と
し
て
、
沿
岸
国
の
権
利
が
発
生

す
る

（
18
）

。

図 1　海洋模式図

一
八
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宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
五
）

以
下
、
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
い
。

2　

排
他
的
経
済
水
域

海
洋
法
条
約
五
七
条
は
「
排
他
的
経
済
水
域
は
、
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
か
ら
二
百
海
里
を
超
え
て
拡
張
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
従
来
の
公
海
の
か
な
り
の
部
分
は
こ
れ
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い

て
、
沿
岸
国
は
次
の
権
利
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
約
五
六
条
一
項
）。

「
⒝　

こ
の
条
約
の
関
連
す
る
規
定
に
基
づ
く
次
の
事
項
に
関
す
る
管
轄
権

⒤　

人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の
設
置
及
び
利
用

ⅱ　

海
洋
の
科
学
的
調
査

ⅲ　

海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
」

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
設
置
さ
れ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
人
工
島
、
施
設
な
い
し
構
築
物
と
い

う
概
念
の
い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
五
六
条
の
規
定
を
受
け
て
、
詳
細
な
規
定
が
六
〇
条
に
置
か
れ
て
い
る
。
同
条
は
、
人
工
島
と
施
設
及
び
構
築
物
で
取

扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
言
解
釈
に
よ
る
限
り
、
人
工
島
の
場
合
に
は
す
べ
て
の
目
的
の
建
設
・
利
用

に
関
し
て
、
沿
岸
国
に
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
施
設
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
排
他
的
経
済
水
域
の
資
源
の
探
査
・

開
発
・
保
存
・
管
理
そ
の
他
の
経
済
的
目
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
読
め
る
。
そ
の
読
み
方
に
従
う
な
ら
ば
、
沿
岸
国
は
こ
う
し
た
目

的
を
持
た
な
い
施
設
・
構
築
物
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
自
国
の
権
利
行
使
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
限
り
、
排
他
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
、
そ
の
限
り
で
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
人
工

一
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
六
）

島
で
な
い
限
り
、
海
洋
資
源
の
開
発
・
管
理
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
設
置
は
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
こ

と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
そ
の
設
置
場
所
が
極
端
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
自
体
を
海
洋
資
源
と
解
釈
す
る

余
地
も
存
在
す
る
。
そ
の
上
、
海
洋
法
条
約
は
、
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の
定
義
を
ま
っ
た
く
与
え
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
三
者
を

理
論
的
に
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

（
19
）

。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
地
上
基
部
が
船
舶
の
形
状
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、

沿
岸
国
の
許
可
な
く
し
て
、
排
他
的
経
済
水
域
外
の
大
陸
棚
の
上
に
地
上
基
部
を
設
置
し
た
場
合
に
は
、
当
該
沿
岸
国
と
の
条
文
解
釈
論

争
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
武
力
行
使
な
ど
を
受
け
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
安
定
的
な
使
用
を
害
さ
れ
る
危
険
が

高
い

（
20
）

。
そ
の
結
果
、
六
〇
条
の
文
言
が
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
に
関
わ
り
な
く
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
の
設
置
を
認
め
る
か
否
か
は
、

沿
岸
国
の
排
他
的
権
利
に
属
し
、
そ
の
許
可
な
く
し
て
建
設
な
い
し
利
用
に
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
解
釈
し
て
お
く
方
が
、
現
行

海
洋
法
条
約
の
下
で
は
無
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
上
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
排
他
的
経
済
水
域
外
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。

3　

大
陸
棚

海
洋
法
条
約
で
今
ひ
と
つ
問
題
に
な
る
の
が
大
陸
棚
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
同
条
約
に
お
い
て
、
大
陸
棚
は
、
か
な
り
複
雑
な
定
義
を

下
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
「
沿
岸
国
の
領
海
を
越
え
る
海
面
下
の
区
域
の
海
底
及
び
そ
の
下
で
あ
っ
て
そ
の
領
土
の
自
然
の
延
長

を
た
ど
っ
て
大
陸
縁
辺
部

（
21
）

の
外
縁
に
至
る
ま
で
の
も
の
」（
七
六
条
一
項
一
文
）
で
あ
る
。

こ
の
範
囲
内
に
つ
い
て
は
、
沿
岸
国
は
「
大
陸
棚
を
探
査
し
及
び
そ
の
天
然
資
源
を
開
発
す
る
た
め
、
大
陸
棚
に
対
し
て
主
権
的
権
利

一
八
八



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
七
）

を
行
使
す
る
」（
八
七
条
一
項
）。
そ
し
て
、
同
条
約

八
〇
条
は
「
第
六
〇
条
の
規
定
は
、
大
陸
棚
に
お
け

る
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
準
用
す

る
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
結
局
、
排
他
的
経
済
水

域
外
で
あ
っ
て
も
、
大
陸
棚
の
上
で
あ
れ
ば
、
や
は

り
排
他
的
経
済
水
域
と
同
様
の
配
慮
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
関
係
は
少
し
判
り

に
く
い
の
で
、
図
2
で
説
明
す
る
。
こ
の
図
で
、
日

本
の
周
辺
の
濃
い
色
の
部
分
が
日
本
の
領
海
、
そ
し

て
、
そ
れ
よ
り
少
し
薄
い
色
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が

排
他
的
経
済
水
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
大
陸

棚
は
、
こ
の
排
他
的
経
済
水
域
か
ら
外
に
伸
び
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
範
囲
で
大
陸
棚
に
、

排
他
的
経
済
水
域
と
同
様
の
支
配
力
を
認
め
る
か
を

決
定
す
る
た
め
に
、
国
連
大
陸
棚
限
界
委
員
会

図 2　領海・EEZ・大陸棚─日本を例として

一
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
八
）

（C
om

m
ission on the L

im
its of the C

ontinental S
helf

＝C
L
C
S

）
が
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
二
〇
一
二

年
四
月
二
七
日
、
同
委
員
会
は
、
日
本
の
大
陸
棚
延
長
申
請
に
対
し
、
こ
れ
を
認
め
る
勧
告
を
出
し
た
。
そ
の
認
め
ら
れ
た
範
囲
が
、
図

2
に
お
い
て
、
排
他
的
経
済
水
域
中
央
の
空
白
部
分
や
、
南
鳥
島
に
向
か
っ
て
伸
び
る
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
沖
ノ
鳥
島
か
ら
南

に
延
び
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
議
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
特
定
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
延
長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
大
陸
棚
地
形
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地

上
基
部
を
設
置
す
る
時
点
に
お
い
て
は
、
沿
岸
国
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
将
来
の
何
時
か
の
時
点
で
、
沿
岸
国
の
権

利
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
を
否
定
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
人
工
島
等
の
形
態
を
と
る
限
り
、

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
と
同
様
に
、
沿
岸
国
の
排
他
的
権
利
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
沿
岸
国
の
主
権
主
張
を
避
け
る
と
い
う
要
求
を
満
た
す
た
め
に
は
、
単
に
二
〇
〇
海
里
外
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
大
陸

棚
を
外
れ
た
深
海
底
の
上
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
は
設
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

㈢　

公
海
上
の
設
置
に
伴
う
法
的
問
題

こ
こ
で
は
、
狭
義
の
公
海
（
大
陸
棚
に
も
該
当
し
な
い
海
域
）
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
を
設
置
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ

る
と
仮
定
し
た
上
で
、
そ
こ
で
生
じ
る
法
的
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
こ
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
、「
公
海
の
自
由
」
の
制
限
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
海
洋
法
条
約
八
七
条
一
項
は
、「
公
海
の
自
由
」
と
題
し
、
ｄ
号
で
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
人
工
島
そ
の
他
の
施
設
を
建
設
す
る
自
由
。
た
だ
し
、
第
六
部
の
規
定
の
適
用
が
妨
げ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。」

一
九
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
九
）

但
し
書
き
に
あ
る
第
六
部
と
は
、
上
述
し
た
大
陸
棚
に
関
す
る
規
制
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
陸
棚
部
分
を
除
外
す
れ
ば
、
宇
宙
エ

レ
ベ
ー
タ
条
約
と
い
う
国
際
法
の
成
立
を
条
件
と
し
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
の
設
置
は
可
能
と
い
う
答
え
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
人
工
島
等
を
設
置
す
る
自
由
は
、
関
係
各
国
の
公
海
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
限
度
で
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
り

正
確
に
言
え
ば
、

「
一
に
規
定
す
る
自
由
は
、
す
べ
て
の
国
に
よ
り
、
公
海
の
自
由
を
行
使
す
る
他
の
国
の
利
益
及
び
深
海
底
に
お
け
る
活
動
に
関

す
る
こ
の
条
約
に
基
づ
く
権
利
に
妥
当
な
考
慮
を
払
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
同
八
七
条
二
項
）

結
局
、
そ
こ
で
は
「
妥
当
な
考
慮
（due regard

）」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
語
は
、
基
本
的
に
は
特
定

国
が
、
他
国
に
よ
る
適
法
な
行
使
を
不
当
に
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る

（
23
）

。

こ
こ
か
ら
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
の
可
動
性
に
対
す
る
要
求
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
技
術

的
な
要
素
が
決
定
的
要
因
と
な
る
。
い
ま
仮
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
上
層
部
の
変
動
に
対
応
し
て
広
い
範
囲
を
自
由
に
動
き

回
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
事
前
に
そ
の
海
域
を
通
行
す
る
船
舶
や
漁
業
を
実
施
す
る
漁
船
に
、
待
避
の
時
間
的
余
裕
を
与
え
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
急
激
な
移
動
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
行
動
圏
内
に
お
け
る
通
行
や
漁
業
の
厳
し
い
規
制
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
漁
業
規
制
の
可
能
性
を
巡
っ
て
、
関
係
各
国
と
の
調
整
が
か
な
り
紛
糾
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
海

洋
法
条
約
と
は
別
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
条
約
で
明
確
に
漁
業
規
制
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
関
係
国
が
批
准
を
拒
む
事
態
と

な
れ
ば
、
結
局
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
条
約
は
発
効
し
な
い
か
、
形
式
的
に
発
効
し
て
も
、
実
効
性
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
、
そ
の
可
動
性
は
十
分
に
予
測
可
能
性
が
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
一
般
船
舶
や
漁
船
の
待
避
等
を
求
め
る
余
地
が
あ
る
と

い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
海
上
の
設
置
に
特
段
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。

一
九
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
五
〇
）

㈣　

特
定
国
主
権
範
囲
内
に
お
け
る
設
置
に
伴
う
法
的
問
題

公
海
上
に
地
上
基
部
を
設
置
す
る
と
は
、
技
術
的
に
言
え
ば
深
海
底
の
上
に
設
置
す
る
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
技
術
的
な
理
由
か

ら
、
沿
岸
国
の
主
権
が
及
ん
で
い
る
浅
海
で
な
け
れ
ば
地
上
基
部
を
設
置
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
地
上
基
部
を
設

置
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
浅
海
の
沿
岸
国
と
の
調
整
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
設
置
す
る
国
際
機
関
と
当
該
沿
岸
国
と
の
間
の
条
約
に
お
い
て
、
一
定
の
範
囲
で
当
該
国
の
管
轄
権
を
制
限
し
、

あ
る
い
は
国
際
機
関
に
委
譲
し
、
他
方
、
当
該
国
に
対
す
る
一
定
の
特
権
（
例
え
ば
、
当
該
国
際
機
関
へ
の
出
資
金
に
、
管
轄
権
の
委
譲
等
を
何

ら
か
の
方
式
で
換
算
す
る
な
ど
）
を
付
与
す
る
と
い
う
方
策
を
講
じ
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

二　

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
と
空
法

海
上
に
基
部
を
置
く
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
が
、
宇
宙
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
空
を
抜
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
「
空
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
そ
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
民
事
、
軍
事
を
通
じ
て
一
般
的
に
統
制
し
て
い
る
成
文
法

は
存
在
し
て
い
な
い
。
基
本
的
な
国
際
慣
習
法
は
、
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
民
間
航
空
協
定
は
、
本
来
は
、
民
間
航

空
機
の
運
航
に
関
す
る
条
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
一
般
的
国
際
航
空
法
に
一
番
近
い
性
格
を
有
す
る
法
で
あ
り
、
軍
事
に
関
し

て
も
事
実
上
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
今
日
に
お
け
る
空
法
は
、
基
本
的
な
国
際
慣
習
法
と
し
て
の

ロ
ー
マ
法
及
び
今
日
に
お
け
る
そ
の
発
展
物
と
し
て
の
国
際
民
間
協
定
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
、
論
じ

る
。

一
九
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
一
）

㈠　

ロ
ー
マ
法

人
類
の
、
空
に
関
す
る
最
初
の
法
は
、
ロ
ー
マ
法
、
つ
ま
り
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
で
発
達
し
確
立
し
た
法
で
あ
る
。
わ
が
国
民
法
は
、
土

地
所
有
権
に
つ
い
て
「
そ
の
土
地
の
上
下
に
及
ぶ
」
と
定
め
る
（
二
〇
七
条
）。
こ
の
場
合
、
抽
象
的
に
は
、
下
は
地
球
の
中
心
か
ら
、
上

は
宇
宙
の
無
限
の
彼
方
ま
で
、
と
述
べ
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
こ
の
表
現
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
で
は
「
土
地
を

有
す
る
も
の
は
、
上
は
天
国
か
ら
下
は
地
獄
ま
で
を
所
有
す
る
（C

uius est solum
 eius est usque ad coelum

 et ad inferos

）」
と
い
う
法

諺
で
表
現
さ
れ
る
。

実
際
に
最
初
に
空
に
人
類
が
行
く
手
段
が
開
発
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
ゴ
ル
フ
ィ
エ
兄
弟
（Joseph-M

ichel M
ontgolfi er

及

びJacques-É
tienne M

ontgolfi er

）
が
熱
気
球
を
発
明
し
、
一
七
八
三
年
、
人
類
初
の
有
人
飛
行
を
行
っ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
か
ら
、

上
述
し
た
ロ
ー
マ
法
の
法
理
に
従
い
、
他
人
の
土
地
上
空
へ
の
侵
入
に
対
す
る
所
有
権
侵
害
訴
訟
が
起
き
る
こ
と
に
な
る
。

最
初
に
起
き
た
訴
訟
は
、
一
八
一
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
起
き
た
ピ
カ
リ
ン
グ
対
ラ
ッ
ド
事
件
で
あ
る

（
24
）

。
裁
判
官
で
あ
る
エ
レ
ン
バ
ラ
卿

（L
ord E

llenborough

）
は
、
土
地
の
外
か
ら
、
そ
の
土
地
に
弾
丸
を
撃
ち
込
ん
だ
場
合
に
は
、
土
地
所
有
権
に
対
す
る
侵
害
に
な
る
が
、

弾
丸
が
土
地
の
上
を
通
過
す
る
だ
け
で
は
、
所
有
権
侵
害
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
し
て
、
土
地
の
上
を
熱
気
球
で
通
過
す

る
だ
け
で
は
侵
入
と
は
言
え
な
い
と
判
決
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
れ
以
前
に
、
土
地
の
外
か
ら
銃
を
発
射
し
、
そ
の
土
地
の
上
七
五

フ
ィ
ー
ト
（
二
二
・
五
ｍ
）
の
所
を
通
過
さ
せ
た
事
件
が
あ
り
、
そ
の
判
例
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
米
国
で
は
一
八
二
二
年
に
ガ
イ
ル
対
ス
ワ
ン
事
件
が
起
き
て
い
た

（
25
）

。
こ
の
事
件
で
は
、
ガ
イ
ル
の
乗
る
気
球
は
、
ス
ワ
ン
の
土

地
を
横
断
し
、
そ
の
隣
に
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
土
地
に
降
り
た
。
降
り
て
き
た
時
に
は
、
ガ
イ
ル
の
身
体
は
気
球
の
ゴ
ン
ド
ラ
の
外

に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
非
常
に
危
険
な
状
態
で
、
ス
ワ
ン
の
畠
で
働
い
て
い
た
人
び
と
に
助
け
を
求
め
て
い
た
。
降
り
る
際
に
、

一
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三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
五
二
）

気
球
の
た
め
に
三
〇
フ
ィ
ー
ト
に
わ
た
っ
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
が
被
害
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
額
は
一
五
ド
ル
で

あ
っ
た
。
気
球
が
降
り
た
時
、
気
球
め
が
け
て
二
〇
〇
人
以
上
の
人
び
と
が
殺
到
し
た
結
果
、
彼
ら
は
ス
ワ
ン
の
庭
の
塀
を
破
壊
し
、
庭

に
あ
っ
た
花
や
野
菜
を
踏
み
に
じ
っ
た
。
こ
の
群
衆
に
よ
り
ス
ワ
ン
が
受
け
た
被
害
は
九
〇
ド
ル
に
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
争
点
と

な
っ
た
の
は
、
ガ
イ
ル
が
自
ら
与
え
た
被
害
だ
け
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
、
群
衆
の
与
え
た
被
害
も
ガ
イ
ル
が
賠
償
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
、
裁
判
所
は
九
〇
ド
ル
に
つ
い
て
も
す
べ
て
ガ
イ
ル
が
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と

評
決
し
た

（
26
）

。

㈡　

国
際
航
空
法

そ
の
後
、
飛
行
船
が
出
現
し
、
次
い
で
飛
行
機
が
出
現
す
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
空
に
お
け
る
国
家
主
権
の
問
題
が
台
頭
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
際
航
空
法
が
必
要
で
あ
っ
た
。

⑴　

一
九
一
〇
年
パ
リ
会
議

一
九
〇
八
年
に
、
ド
イ
ツ
の
気
球
が
一
〇
機
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
国
境
を
飛
び
越
え
て
フ
ラ
ン
ス
側
に
不
時
着
す
る
と
い
う
事
故
が
起

き
た
。
こ
の
気
球
は
軍
事
用
の
も
の
で
、
二
六
人
以
上
の
ド
イ
ツ
軍
人
が
乗
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
紛
争
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
紛
争
を
将
来
に
お
い
て
回
避
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
航
空
機
が
外
国
領
土
を
通
過
し
た
り
、
侵
入
し
た

り
す
る
際
の
法
規
範
を
確
立
す
る
た
め
の
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
を
、
欧
州
各
国
に
呼
び
か
け
た
。
こ
う
し
て
パ
リ
会
議
（C

onférence 

internationale de navigation aérienne

）
が
一
九
一
〇
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
で
開
催
さ
れ
た

（
27
）

。
こ
の
会
議
で

は
、
欧
州
二
〇
ヶ
国
が
参
加
し
た
が
、
欧
州
以
外
の
国
々
に
は
呼
び
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
だ
大
陸
間
飛
行
を
考
え
る
の
は
現
実
的
で

は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
ど
こ
の
国
に
も
条
約
と
し
て
ま
と
め
る
意
思
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
会
議
は
、
次

一
九
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
三
）

に
述
べ
る
パ
リ
条
約
に
至
る
大
事
な
里
程
標
と
な
っ
た
。

⑵　

パ
リ
条
約
（
一
九
一
九
年
）

一
九
一
八
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
す
る
と
、
そ
の
戦
後
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
に
、
一
九
一
九
年
一
月
一
八
日
か
ら
パ
リ
講
和

会
議
（P

aris P
eace C

onference

）
が
開
催
さ
れ
、
世
界
各
国
の
首
脳
が
集
ま
り
、
ド
イ
ツ
と
の
講
和
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
連
盟

（L
eague of N

ations
）
の
設
立
を
含
め
た
新
た
な
国
際
体
制
構
築
に
つ
い
て
も
討
議
さ
れ
た
。

こ
の
機
会
に
、
同
時
に
議
論
さ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
成
立
し
た
の
が
パ
リ
条
約
（P

aris C
onvention

）、
よ
り
正
確
に
は
「
航
空
航

法
の
規
制
に
関
す
る
条
約
（C

onvention R
elating to the R

egulation of A
erial N

avigation

）」
で
あ
る
。
こ
の
条
約
は
、
そ
の
実
施
の
た

め
の
常
設
事
務
局
と
し
て
国
際
航
空
委
員
会
（International C

om
m
ission for A

ir N
avigation

＝IC
A
N

）
を
設
置
し
て
い
た
、
と
い
う
点

も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
条
約
制
定
当
時
に
お
い
て
、
空
の
主
権
に
関
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
い
か
な
る
国
も
、
そ
の
領
土
の
上
を
飛
行
機
が
横

切
る
に
当
た
り
、
領
空
主
権
を
主
張
で
き
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
ら
ゆ
る
国
は
、
そ
れ
を
主
張
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
パ
リ
条
約
の
最
大
の
意
義
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
そ
の
領
土
と
領
海
の
上
に
あ
る
空

域
に
対
し
、
絶
対
的
主
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
領
空
と
い
う
概
念
の
誕
生
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
伝
統

の
生
き
て
い
る
当
時
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
領
空
の
上
の
限
界
と
い
う
も
の
は
、
全
く
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
各
国
は
、
他
国
機
で
あ
る
と
自
国
機
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
航
空
機
が
自
国
の
領
空
に
侵
入
し
、
あ
る
い
は
通
過
す
る
の

を
拒
む
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
五
四
）

同
時
に
各
国
は
、
そ
の
定
め
る
航
空
法
規
を
、
自
国
機
で
あ
る
と
他
国
機
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
領
空
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の

航
空
機
に
等
し
く
適
用
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
約
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
航
空
機
に
、
可
能
な
限
り
の

飛
行
の
自
由
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
航
空
機
は
い
ず
れ
か
の
国
に
登
録
さ
れ
、
そ
の
登
録
国
の
国
籍
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
航
空
機
内
部
は
そ

の
国
の
領
土
の
延
長
と
さ
れ
た
。

⑶　

マ
ド
リ
ッ
ド
条
約
（
一
九
二
六
年
）
及
び
ハ
バ
ナ
条
約
（
一
九
二
八
年
）

パ
リ
条
約
は
、
そ
の
批
准
国
の
関
係
で
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
際
連
盟
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
為
に
、
国
際
連
盟
に
加
入

し
な
か
っ
た
国
々
は
、
パ
リ
条
約
も
批
准
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
国
の
う
ち
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
及
び
そ
の
影
響
の

強
い
中
南
米
諸
国
は
、
一
九
二
六
年
に
マ
ド
リ
ッ
ド
条
約
を
締
結
し
た
。
ま
た
、
米
国
は
同
じ
く
中
南
米
の
国
々
と
一
九
二
八
年
に
ハ
バ

ナ
条
約
を
締
結
し
た
（
両
者
の
締
約
国
は
か
な
り
の
程
度
重
複
し
て
い
た
。）。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
パ
リ
条
約
に
範
を
取
っ
て
い
た
が
、

様
々
な
点
で
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

⑷　

シ
カ
ゴ
条
約
（
一
九
四
四
年
）

第
二
次
世
界
大
戦
の
帰
趨
を
決
し
た
の
は
制
空
権
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
米
英
が
制
空
権
を
掌
握
す
る
と
、
ド
イ
ツ
の
誇
る
戦
車

隊
は
壊
滅
す
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
の
敗
戦
は
明
白
な
も
の
と
な
っ
た
。
極
東
に
お
い
て
も
、
日
本
が
、
そ
の
本
土
上
空
の
制
空
権
を
失
い
、

米
軍
に
よ
る
日
本
本
土
の
空
爆
が
始
ま
る
と
、
日
本
の
敗
戦
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
誰
の
目
に
も
明
白
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
制
空
権
と
い
う
問
題
に
、
一
番
敏
感
に
反
応
し
た
の
は
米
国
で
あ
っ
た
。
制
空
権
の
獲
得
が
戦
争
の
帰
趨

を
決
し
た
の
で
あ
る
以
上
、
米
国
の
戦
後
の
繁
栄
は
、
米
国
が
、
戦
時
に
お
い
て
有
し
て
い
た
空
の
支
配
を
、
戦
後
に
お
い
て
も
維
持
で

一
九
六



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
五
）

き
る
か
否
か
に
係
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
米
国
は
平
時
に
お
け
る
民
間
航
空
の
秩
序
作
り
を
、
戦
時
中
か
ら
企
画
し
、
戦
後
の
国
際
民
間
航
空
に
お
い
て
も
制
空
権
を

確
保
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
大
戦
が
終
わ
る
二
年
も
前
の
、
一
九
四
二
年
春
、
米
国
、
英
国
、
カ
ナ
ダ
の
間
で
早
く
も
協
議

が
始
ま
っ
た
。
一
九
四
三
年
八
月
に
は
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
で
首
脳
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
ー
チ
ル
の
間
で
戦
後
民

間
航
空
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
連
類
似
の
機
関
に
よ
っ
て
国
際
民
間
航
空
を
取
り
扱
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

そ
し
て
大
戦
末
期
の
一
九
四
四
年
九
月
、
ド
・
ゴ
ー
ル
将
軍
が
パ
リ
に
臨
時
政
府
樹
立
を
宣
言
し
た
直
後
の
時
期
に
、
米
国
は
連
合
国
及

び
中
立
国
、
計
五
三
ヶ
国
に
招
待
状
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
一
一
〜
一
二
月
、
シ
カ
ゴ
で
会
議
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
が
参
加
を

拒
ん
だ
結
果
、
五
二
ヶ
国
が
出
席
し
て
討
議
さ
れ
、
国
際
民
間
航
空
条
約
（C

onvention on International C
ivil A

viation

）
が
採
択
さ
れ
た
。

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
四
年
六
月
時
点
の
シ
カ
ゴ
条
約
加
盟
国
は
一
九
一
ヶ
国
と
な
っ
て
お
り

（
28
）

、
完
全
に
確
立
さ
れ
た
国
際
法

規
と
な
っ
て
い
る
。

シ
カ
ゴ
条
約
一
条
は
、
締
結
国
は
そ
の
領
域
（T

erritory

）
上
の
空
間
に
お
い
て
主
権
を
有
す
る
と
定
め
る
。
そ
の
結
果
、
締
結
国
の

航
空
機
が
他
国
の
領
土
の
上
空
を
飛
行
し
、
あ
る
い
は
着
陸
す
る
場
合
に
は
、
当
該
国
と
の
特
別
協
定
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ

る
許
可
を
受
け
、
そ
の
定
め
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
連
の
航
空
協
定
の
出
発
点
は
、
一
九
〇
八
年
の
ド
イ
ツ
軍
気
球
の
越
境
問
題
に
あ
る
。
し
か
し
、
軍
事
問

題
は
問
題
の
性
質
上
デ
リ
ケ
ー
ト
な
点
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
パ
リ
協
定
以
降
の
諸
協
定
は
、
民
間
航
空
に
限
る
形
で
締
結
さ
れ
て
き
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
軍
事
問
題
に
関
し
て
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
定
め
た
領
空
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
五
六
）

例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
が
、
米
軍
の
Ｕ
2
高
高
度
偵
察
機
を
撃
墜
し
た
際
に
は
、
ソ
連
は
米
国
に
よ
る
領
空
侵
犯
を

問
題
と
し
た
。
米
国
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｕ
2
機
が
民
間
機
で
あ
る
等
と
虚
偽
の
事
実
を
述
べ
た
り
は
し
た
が
、
軍
事
目
的
の
場
合
に

は
領
空
侵
犯
の
問
題
は
起
こ
ら
な
い
と
主
張
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
例
え
ば
わ
が
国
も
、
常
時
領
空
を
監
視
し
、
他
国
の

軍
用
航
空
機
が
そ
れ
に
近
づ
い
た
場
合
に
は
、
航
空
自
衛
隊
が
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
発
進
を
し
て
そ
れ
を
威
嚇
・
牽
制
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
パ
リ
条
約
が
定
め
、
シ
カ
ゴ
条
約
が
継
承
し
た
領
空
概
念
は
、
民
間
航
空
機
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
、
各
国
主
権
の
及

ぶ
範
囲
と
し
て
の
領
空
概
念
を
、
国
際
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

㈢　

ボ
ゴ
タ
宣
言
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

こ
う
し
て
シ
カ
ゴ
条
約
の
規
定
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
た
領
空
概
念
の
最
大
の
問
題
点
は
、
そ
の
上
方
に
お
け
る
限
界
が
明
ら
か
で

は
な
い
点
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
ロ
ー
マ
法
由
来
の
土
地
支
配
権
の
発
展
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
に
は
理
論
上
の
上

限
は
な
い

（
29
）

。

こ
の
こ
と
が
端
的
な
形
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
ボ
ゴ
タ
宣
言
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
一
〇
月
四
日
、
ソ
連
は
、
事
前
の
予
告
通
り
、
人
類
初
の
人
工
衛
星
で
あ
る
「
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
一
号
（С

пу
т
н
ик

と
は
ロ

シ
ア
語
で
衛
星
の
意
味
）」
の
打
ち
上
げ
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
言
う
「
領
空
」
が
、
図
3
の
と
お
り
、
仮
に
宇
宙

ま
で
伸
び
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
侵
犯
状
態
が
恒
常
的
に
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
詳
し
く
は
次
節
に
述
べ
る
と

お
り
、
国
連
で
は
一
九
六
七
年
に
国
連
宇
宙
原
則
条
約
を
制
定
し
、
宇
宙
の
自
由
を
宣
言
し
た
。

こ
の
結
果
、
自
由
で
あ
る
宇
宙
と
、
主
権
の
及
ぶ
領
空
の
境
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
当
初
か
ら
認

識
さ
れ
て
い
た
が
、
今
日
ま
で
、
明
確
な
条
約
の
形
で
の
解
決
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
静
止
軌
道
で
あ
る
。

一
九
八



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
七
）

静
止
軌
道
は
、
そ
の
本
質
か
ら
正
確
に
赤
道
上
空
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
世
界
に
赤
道
直
下
に
領
土
を
有
す
る
国
は
、
わ
ず
か
一
四
ヶ
国

し
か
な
い
。
具
体
的
に
は
一
一
ヶ
国
が
赤
道
直
下
に
領
土
を
有
し

（
30
）

、
三
ヶ

国
が
赤
道
を
挟
ん
で
領
土
を
有
す
る
結
果
、
赤
道
が
領
海
を
通
過
し
て
い

る
（
31
）

。こ
れ
ら
の
国
々
の
う
ち
、
主
要
八
ヶ
国

（
32
）

が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
首
都
ボ
ゴ
タ

で
、
一
九
七
六
年
一
二
月
三
日
に
採
択
し
、
発
表
し
た
の
が
ボ
ゴ
タ
宣
言

（B
ogota D

eclaration

）
で
あ
る

（
33
）

。

宣
言
は
言
う
。

「
開
発
途
上
国
が
適
切
な
科
学
的
な
助
言
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
従
っ
て
、
工
業
諸
国
が
自
国
の
利
益
の
た
め
に
、
巧
み
に

準
備
し
た
提
案
の
欠
落
、
矛
盾
及
び
結
果
に
気
づ
く
こ
と
も
評
価
す

る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
時
に
作
成
さ
れ
た
国
際
法
の
す
べ
て
の
条

件
を
国
際
社
会
が
問
題
に
す
る
場
合
が
少
な
く
と
も
、
一
九
六
七
年

一
月
二
七
日
に
署
名
さ
れ
た
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
の

探
査
及
び
利
用
に
お
け
る
国
家
活
動
を
律
す
る
原
則
に
関
す
る

一
九
六
七
年
の
条
約
は
、
宇
宙
空
間
の
探
査
及
び
利
用
の
問
題
に
対

図 3　領空と宇宙の関係

一
九
九
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二
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二
〇
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四
年
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月
）

（
四
五
八
）

す
る
最
終
回
答
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
宣
言
は
、
宇
宙
条
約
の
効
力
を
否
定
す
る
。
す
る
と
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
規
範
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
定
め

る
領
空
概
念
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
土
地
の
上
方
へ
の
支
配
権
で
あ
る
。
英
国
に
お
け
る
ピ
カ
リ
ン
グ
対
ラ
ッ
ド
事
件
で
、
単
に
土

地
上
空
を
、
弾
丸
が
通
過
す
る
こ
と
は
、
土
地
所
有
権
侵
害
に
は
な
ら
な
い
と
裁
判
所
は
述
べ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
宣
言
は
言
う
。

「
赤
道
諸
国
は
、
国
際
電
気
通
信
条
約
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
許
可
さ
れ
た
衛
星
が
自
国
の
静
止
軌
道
の
外
で
、
重
力
飛
行
に
よ
っ

て
自
国
の
宇
宙
空
間
を
通
過
す
る
場
合
に
は
、
当
該
衛
星
の
自
由
な
軌
道
通
過
を
拒
否
し
な
い
。」

し
か
し
、
静
止
軌
道
に
お
い
て
は
、
次
の
様
に
問
題
が
異
な
る
と
い
う
。

「
赤
道
諸
国
は
、
静
止
同
期
軌
道
が
、
そ
の
存
在
が
も
っ
ぱ
ら
地
球
に
よ
り
発
生
す
る
重
力
現
象
と
の
関
係
に
依
存
す
る
故
に
、

地
球
の
現
実
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
物
理
的
事
実
で
あ
り
、
従
っ
て
、
宇
宙
空
間
の
一
部
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
旨
宣
言
す
る
。

従
っ
て
、
静
止
同
期
軌
道
部
分
は
、
赤
道
諸
国
が
そ
の
国
家
主
権
を
行
使
す
る
領
域
の
一
部
を
な
す

（
34
）

。」

自
国
の
領
土
・
領
海
上
に
領
空
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
限
り
、
そ
の
限
界
を
定
め
た
規
定
は
、
ど
の
条
約
に
も
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
ボ
ゴ
タ
宣
言
の
前
提
と
異
な
り
、
宇
宙
条
約
の
有
効
性
を
認
め
て
も
、
な
お
、
こ
の
主
張
を
法
的
に
完
全
に
否
定
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

彼
ら
は
「
公
海
に
対
応
す
る
軌
道
部
分
は
諸
国
の
国
家
管
轄
権
の
外
に
あ
り
、
人
類
の
共
同
財
産
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、

管
轄
権
を
有
す
る
国
際
機
関
が
人
類
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
利
用
及
び
開
発
を
規
制
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
公
海
上
か
ら
ま
っ
す
ぐ
上
方
に
伸
ば
す
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
領
空
問

題
は
深
刻
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

二
〇
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
九
）

し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
地
上
基
部
を
赤
道
以
外
の
場
所
に
置
い
た
結
果
、
そ
れ
が
赤
道
諸
国
の
上
空
を
通
過
す
る
場
合

（
35
）

や
、
赤

道
上
空
に
地
球
を
取
り
巻
く
形
で
リ
ン
グ
状
に
ケ
ー
ブ
ル
を
張
る
こ
と
に
よ
り
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
る

（
36
）

場
合
に
は
、
大
き
な
問
題

と
な
る
こ
と
に
な
る
。

㈣　

航
空
標
識
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

現
行
の
シ
カ
ゴ
条
約
で
、
今
ひ
と
つ
重
要
な
の
が
、
条
約
付
属
書
（IC

A
O
 A

nnex

）
の
存
在
で
あ
る
。
付
属
書
と
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
に

基
づ
い
て
、
理
事
会
で
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
基
準
（S

tandards

）
や
推
奨
手
順
（R

ecom
m
ended P

ractices

）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
条
約
の
付
属
書
（A

nnexes
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
条
約
本
体
と
同
様
の
拘
束
力
を
持
っ
て
い
る
。

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
し
て
発
生
す
る
困
難
な
問
題
が
航
空
標
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
カ
ゴ
条
約
第
一
四
付
属
書
は
、
一
五
〇
ｍ

を
超
え
る
あ
ら
ゆ
る
建
築
物
に
対
し
て
、
夜
間
に
お
け
る
航
空
障
害
灯
（A

ircraft w
arning lights

）
及
び
昼
間
に
お
け
る
昼
間
障
害
標
識

（A
ircraft w

arning paint

）
の
設
置
を
求
め
て
い
る

（
37
）

。

よ
く
小
説
で
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
目
に
見
え
な
い
程
細
い
線
が
空
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
る
と
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
航
空
条
約
法
違
反
で
あ
る
。
そ
し
て
、
航
空
機
等
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
認
識
で
き
ず
、
衝
突
し
て
く
る
こ
と
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

の
安
全
か
ら
見
て
も
看
過
で
き
な
い
危
険
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
周
囲
、
数
百
㎞
は
、
飛
行
禁
止
に
す
れ
ば
解
決
で
き
る
と
い
う
論
者
が
あ
る

（
38
）

。
し
か

し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
存
在
意
義
は
、
宇
宙
と
地
上
と
の
間
で
、
迅
速
か
つ
大
量
に
人
や
貨
物
の
輸
送
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
地
球
上
の
他
の
地
域
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
間
の
交
通
を
法
的
に
制
限
し
て
し
ま
う
の
は
、
本
末
転
倒
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。

確
か
に
、
今
日
に
お
い
て
は
、
偶
発
的
な
航
空
機
の
衝
突
に
加
え
、
九
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
よ
う
な
テ
ロ
行
為
に
対
す
る
防
御

二
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
〇
）

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
定
の
圏
内
に
入
っ
た
こ
と
で
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
攻
撃
を
す
る
と
い
う
の
は
、
今
日
の
国
際

人
権
理
念
の
下
で
は
論
外
で
あ
る

（
39
）

。

し
た
が
っ
て
、
航
空
条
約
違
反
と
い
う
点
と
は
別
に
、
テ
ロ
対
策
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
ケ
ー
ブ
ル
が
、
外

気
中
に
何
ら
の
保
護
も
な
く
暴
露
さ
れ
て
い
る
の
は
、
余
り
に
危
険
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
周
囲
に
、
少
な
く
と
も
航
空
機
が
飛
行
す
る
高
度
（
一
〇
㎞
程
度
か
？
）
ま
で
を
守
れ
る
よ
う
な

シ
ー
ル
ド
タ
ワ
ー
を
建
て
る
か
、
あ
る
い
は
、
地
上
基
部
そ
の
も
の
を
そ
の
程
度
の
高
さ
の
塔
の
上
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る

（
40
）

。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
二
〇
㎞
程
度
ま
で
は
建
設
可
能
な
、
エ
ア
チ
ュ
ー
ブ
を
利
用
し
た
ス
ペ
ー
ス
タ
ワ
ー
の
構
想
な
ど
が
存
在
し

て
お
り
、
決
し
て
解
決
不
能
な
問
題
で
は
無
い

（
41
）

。

三　

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
と
宇
宙
条
約

国
連
宇
宙
条
約
に
関
し
て
は
、
既
に
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（
42
）

。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
を
紹
介
す
る
。

国
連
宇
宙
平
和
利
用
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
締
結
さ
れ
た
宇
宙
条
約
は
、
現
在
ま
で
に
五
本
あ
る
。
そ
の
中
心
に
な
る
の
が
、

一
九
六
六
年
一
二
月
一
九
日
に
第
二
一
会
期
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
一
〇
日
に
発
効
し
た
宇
宙
原
則
条
約

（
43
）

で
あ

る
。同

条
約
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
関
係
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
発
生
す
る
が
、
本
稿
で
は
誰
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
者
と
な
れ
る
か
、

と
い
う
点
に
限
定
し
て
論
じ
る
。

二
〇
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
一
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
主
体
に
な
れ
る
者
と
し
て
は
、
三
つ
の
も
の
を
想
定
で
き
る
。
国
家
、
企
業
、
そ
し
て
国
際
組
織
で
あ
る
。

㈠　

国
家
に
よ
る
建
設

宇
宙
原
則
条
約
第
二
条
は
、
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
体
を
含
む
「
宇
宙
空
間
」
は
、
国
家
に
よ

る
領
有
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
（
こ
れ
は
、
先
に
紹
介
し
た
航
空
条
約
の
、
上
方
に
関
し
て
は
無
限
の
領
空
概
念
を
、
宇
宙
で
は
否
定
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。）。

こ
の
原
則
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
、
特
定
国
が
建
設
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
読
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、

ま
さ
に
特
定
の
「
宇
宙
空
間
」
を
半
恒
久
的
に
「
占
拠
」
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

（
44
）

。

宇
宙
空
間
に
あ
っ
て
も
、
各
国
が
建
設
し
た
施
設
内
部
は
そ
の
国
の
主
権
が
及
ぶ
。
例
え
ば
、
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
「
き
ぼ

う
」
は
、
わ
が
国
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
部
空
間
は
わ
が
国
の
主
権
の
版
図
に
属
す
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、「
き

ぼ
う
」
の
中
で
殺
人
事
件
が
起
こ
れ
ば
、
犯
人
や
被
害
者
の
国
籍
を
問
わ
ず
、
わ
が
国
刑
法
に
従
っ
て
処
断
さ
れ
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
特
定
国
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
空
間
に
は
建
設
国
の
主
権
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
、
地
球
を
基
準
と
し
た
場
合
、
一
定
の
宇
宙
空
間
を
特
定
国
が
恒
久
的
に
占
拠
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
真
っ
向
か

ら
本
原
則
に
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
定
国
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
る
に
は
、
宇
宙
原
則
条
約
か
ら
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
を
削
除
す
る
か
、
少

な
く
と
も
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
が
そ
の
例
外
に
な
る
と
認
め
る
規
定
を
制
定
す
る
よ
う
に
、
世
界
各
国
に
働
き
か
け
る
他
は
な
い
。
し
か
し
、

様
々
な
理
由
か
ら
そ
の
様
な
可
能
性
は
無
い
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

二
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
二
）

㈡　

企
業
に
よ
る
建
設

で
は
、
企
業
が
建
設
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
理
由
か
ら
否
定
さ
れ
る
。

第
一
に
、
そ
の
企
業
が
特
定
国
の
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
宇
宙
原
則
条
約
六
条
が
規
定
す
る
国
家
へ
の
責
任
集
中
原

則
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
宇
宙
原
則
条
約
は
、
宇
宙
開
発
活
動
を
行
う
の
が
政
府
機
関
か
非
政
府
団
体
か
を
問
わ
ず
、
当
該
活
動
に

伴
う
国
際
的
責
任
を
国
家
（
宇
宙
物
体
の
打
ち
上
げ
国
）
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
間
主
体
に
よ
る
宇
宙
開
発

の
結
果
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
民
間
企
業
の
所
属
国
が
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
仮
に
、
国
家
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
、
民
間
形
態
で
な
ら
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
国
家
は
民
営
化
形
態
に
よ
り
、
容
易
に
、
そ
の
禁
止
を
回
避
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
活
動
は
、
そ
の
国
の
民
間
企
業
が
行
う
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
仮
に
何
ら
か
の
国
際
企
業
が
建
設
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
と
い
う
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
民
間
企
業
が
、
自
由
に
営
業
活
動
が
で
き
る
法
的
根
拠
は
、「
営
業
の
自
由
」
と
い
う
権
利
を
彼
等
が
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
営
業
の
自
由
は
、
私
人
の
自
由
競
争
に
委
ね
れ
ば
市
場
原
理
に
基
づ
い
て
一
般
国
民
に
最
善
の
結
果
を
期
待
し
う
る
場
合
に
、

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
球
上
に
お
け
る
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設
の
た
め
の
立
地
条
件
に
は
極
め
て
高
度
の
独
占
性
が
あ
る
た
め
に
、
市
場
原
理
が

成
立
す
る
条
件
を
持
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
市
場
原
理
が
妥
当
せ
ず
、
自
由
競
争
に
な
じ
ま
な
い
事
業
に
は
、
営
業
の
自
由
を
認
め
る

べ
き
前
提
が
存
在
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

二
〇
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
三
）

㈢　

国
際
組
織
に
よ
る
建
設

こ
の
結
果
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
主
体
と
し
て
は
、
国
際
組
織
以
外
に
あ
り
得
な
い
。

先
に
説
明
し
た
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
は
、
国
家
の
み
を
名
宛
人
と
し
て
お
り
、
国
際
機
関
は
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

国
家
へ
の
責
任
集
中
原
則
に
関
す
る
条
約
六
条
は
、
国
際
機
関
が
宇
宙
施
設
を
建
設
す
る
場
合
を
明
確
に
予
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

条
約
六
条
二
文
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
国
際
機
関
が
、
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
に
お
い
て
活
動
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
国
際
機
関
及
び
こ
れ
に
参
加
す

る
条
約
当
事
国
の
双
方
が
こ
の
条
約
を
遵
守
す
る
責
任
を
有
す
る
。」

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
出
現
を
予
定
し
て
作
ら
れ
た
規
定
で
は
な
い
。
宇
宙
利
用
の
実
用
化
が
最
も
早
か
っ
た
の
は

衛
星
通
信
の
分
野
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
国
際
電
気
通
信
衛
星
機
構
（
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ａ
Ｔ
）」
が
一
九
六
二
年
に
、
国
際
機
構
設
立
条
約

に
よ
り
設
置
さ
れ
、
当
該
活
動
を
実
施
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
そ
れ
を
想
定
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

先
に
国
際
海
洋
法
に
関
し
て
論
じ
た
と
お
り
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
地
上
基
部
を
公
海
上
に
設
置
す
る
に
は
、
そ
れ
が
「
国
際
法
に
認

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
国
連
海
洋
法
八
七
条
一
項
ｄ
）
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
宇
宙
法
領
域
に
お
い
て
も
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー

タ
の
建
設
に
は
、
こ
こ
に
論
じ
た
と
お
り
、
国
際
条
約
の
制
定
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

本
稿
で
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
す
る
法
律
問
題
の
う
ち
、
極
め
て
基
礎
的
な
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、

二
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
四
）

本
稿
に
取
り
上
げ
た
分
野
に
限
っ
て
も
、
例
え
ば
ス
ペ
ー
ス
デ
ブ
リ
問
題
そ
の
他
、
大
小
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー

タ
の
建
設
や
運
営
に
当
た
っ
て
の
資
金
と
い
う
問
題
で
は
国
際
経
済
法
が
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
で
働
く
労
働
者
に
関
し
て
は
国
際
労
働
法

が
問
題
に
な
る
な
ど
、
そ
の
最
終
的
な
実
現
ま
で
に
ク
リ
ア
し
て
お
く
べ
き
法
律
問
題
は
、
数
限
り
な
く
存
在
し
て
い
る
。

（
1
） 

こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
ロ
シ
ア
の
ア
ル
ツ
タ
ー
ノ
フ
（Ю
р
и
й

 Н
и
к
о
л
а
е
в
и
ч

 А
р
ц
у
т
а
н
о
в

）
に
よ
っ
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
党
中
央

委
員
会
機
関
紙
で
あ
る
プ
ラ
ウ
ダ
の
、
一
九
六
〇
年
七
月
三
一
日
付
け
日
曜
版
に
、「
電
気
機
関
車
で
宇
宙
へ
（В

 Космос
-на

 электр
овозе

）」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
さ
れ
た
も
の
が
、
世
界
で
最
初
で
あ
る
。

（
2
） 

国
際
宇
宙
航
行
連
盟
（International A

stronautical F
ederation

＝IA
F

）
は
、
パ
リ
に
本
部
を
置
く
非
政
府
組
織
で
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
、

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
な
ど
も
加
盟
し
、
国
際
連
合
と
も
密
接
に
活
動
し
て
い
る
宇
宙
開
発
の
中
心
研
究
組
織
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
者
・
Ｓ
Ｆ
作
家
ク

ラ
ー
ク
（S

ir A
rthur C

harles C
larke, 1917-2008

）
は
、
一
九
七
九
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
か
れ
た
そ
の
年
次
大
会
で
あ
る
国
際
宇
宙
航
行
会

議
（International A

stronautical C
ongress

）
に
お
い
て
、「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
：『
思
考
実
験
』、
あ
る
い
は
宇
宙
へ
の
鍵
？
（T

he S
pace 

E
levator: ‘thought E

xperim
ent’, or K

ey to the U
niverse?

）」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
講
演
中
で
、
彼
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

（S
pace E

levator

）
以
外
の
呼
び
名
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
も
の
に
は
、
天
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
（heavenly funicular

）、
軌
道
塔
（orbital 

tow
er

）、
停
泊
衛
星
（anchored satellite

）、
豆
の
木
（beanstalk

＝
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
豆
の
木
か
ら
来
て
い
る
）、
ヤ
コ
ブ
の
梯
子

（Jacob’s L
adder

＝
聖
書
に
出
て
く
る
、
天
使
が
天
と
の
上
り
下
り
に
使
う
梯
子
か
ら
き
て
い
る
）、
ス
カ
イ
フ
ッ
ク
（S

kyhook

）
が
あ
る
。
ま

た
、
欧
米
で
は
使
わ
れ
な
い
が
、
日
本
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
用
語
と
し
て
、
軌
道
エ
レ
ベ
ー
タ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

（
3
） 

株
式
会
社
大
林
組
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設
構
想
を
発
表
し
た
（
広
報
誌
『
季
刊
大
林
』
五
三
号
（
特
集
：
タ

ワ
ー
）
三
〇
頁
以
下
参
照
）。
こ
の
構
想
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
長
を
九
万
六
〇
〇
〇
㎞
と
し
て
い
る
。

（
4
） 

破
断
長
と
は
「
引
っ
張
り
強
度
÷
密
度
」
で
得
ら
れ
る
数
値
で
あ
る
。
一
Ｇ
の
環
境
下
で
吊
し
た
時
、
自
重
で
切
れ
る
長
さ
と
い
っ
て
も
良
い
。

二
〇
六



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
五
）

（
5
） 

ピ
ア
ス
ン
（Jerom

e P
earson

）
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
（
ピ
ア
ス
ン
自
身
は
軌
道
塔
（orbital tow

er

）
と
呼
ん
で
い
た
。）
に
つ
い
て
、

最
初
に
き
ち
ん
と
し
た
理
論
的
研
究
を
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
著
し
た
次
の
論
文
で
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
必
要
な
破
断
長
を
計
算
し
て
い
る
。

“T
he orbital tow

er: a spacecraft launcher using the E
arth’s rotational energy” A

cta A
stronautica

誌
一
九
七
五
年
二
号
七
八
五
│

七
九
九
頁
。

な
お
、“A

cta A
stronautica”

誌
は
、
注（
2
）に
紹
介
し
た
国
際
宇
宙
航
行
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
。

（
6
） 

飯
島
澄
男
は
、
次
の
論
文
で
、
そ
れ
を
発
表
し
た
。

Iijim
a, S

um
io “H

elical m
icrotubules of graphitic carbon” N

ature

誌
（
一
九
九
一
年
一
一
月
七
日
）
三
五
四
号
五
六
│
五
八
頁
。

（
7
） 

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
重
要
な
研
究
者
と
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
（D

r. B
radley E

dw
ards

）
が
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
依
頼
に
よ
り
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
。
そ
の
研
究
成
果“T

he S
pace E

levator” 

N
IA

C
 P

hase I F
inal R

eport
二
〇
〇
一
年
公
表
に
お
い
て
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
引
っ
張
り
強
度
は
、
現
在
ま
で
に
理
論
化
さ
れ
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
鋼
鉄
の
五
Ｇ
Pa
、
ケ
プ
ラ
ー
繊
維
の

三
・
六
Ｇ
Pa
に
対
し
、
Ｃ
Ｎ
Ｔ
は
一
三
〇
Ｇ
Pa
に
達
す
る
。
Ｃ
Ｎ
Ｔ
の
密
度
（
一
三
〇
〇
㎏
／
㎥
）
は
、
鋼
鉄
（
七
九
〇
〇
㎏
／
㎥
）
な
い
し

ケ
プ
ラ
ー
繊
維 

（
一
四
四
〇
㎏
／
㎥
）
の
い
ず
れ
を
も
下
回
っ
て
い
る
。〈
中
略
〉
こ
れ
ら
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
そ

の
ケ
ー
ブ
ル
は
そ
れ
よ
り
下
に
あ
る
ケ
ー
ブ
ル
重
量
及
び
ク
ラ
イ
マ
ー
が
積
載
し
て
い
る
重
量
を
支
え
る
の
に
必
要
な
も
の
の
二
倍
の
強
度
を

持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。」

（
8
） 

国
際
宇
宙
航
行
学
会
で
は
、
二
〇
一
二
年
に
ナ
ポ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
宇
宙
航
行
会
議
以
降
、
毎
年
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
た
め
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
設
け
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
か
ら
は
常
設
の
研
究
委
員
会
を
設
け
て
い
る
。

わ
が
国
で
も
、
日
本
航
空
宇
宙
学
会
が
、
二
〇
一
三
年
よ
り
軌
道
エ
レ
ベ
ー
タ
検
討
委
員
会
を
設
け
て
検
討
を
開
始
し
て
い
る
（
筆
者
も
そ
の
委

員
の
一
人
で
あ
る
。）。
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
の
「
第
二
二
期
学
術
大
型
研
究
計
画
に
関
す
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
二
〇
一
四
）」

に
は
、
日
本
大
学
理
工
学
部
青
木
義
男
教
授
等
に
よ
る
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
す
る
研
究
が
含
ま
れ
た
（
計
画
番
号
一
六
七　

学
術
領
域
番
号
二
七

│
八
参
照
）。
な
お
、「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
開
発
に
向
け
て
」
日
本
大
学
広
報
誌
『
桜
門
春
秋
』
一
三
〇
号
一
〇
頁
以
下
参
照
。

二
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
六
）

（
9
） 

海
洋
法
の
歴
史
は
、
国
際
法
の
歴
史
に
等
し
い
。
オ
ラ
ン
ダ
の
グ
ロ
ー
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo G
rotius

、
但
し
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
表
記
で
、
オ
ラ

ン
ダ
語
で
はH

ugo de G
root

、
一
五
八
三
年
│
一
六
四
五
年
）
が
、
一
六
〇
九
年
に
書
い
た
『
自
由
海
論
』（M

are L
iberum

）
が
、
海
洋
法
、

そ
し
て
国
際
法
の
最
初
の
論
考
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
グ
ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
は
「
国
際
法
の
父
」
と
称
さ
れ
る
。

（
10
） 
国
連
が
制
定
す
る
国
際
条
約
の
場
合
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
国
々
の
批
准
を
確
保
す
る
目
的
か
ら
、
同
時
に
制
定
す
る
条
約
で
あ
っ
て
も
、
あ

え
て
一
本
化
せ
ず
、
幾
つ
か
に
区
分
し
て
制
定
す
る
例
が
多
い
。
更
に
、
一
つ
の
条
約
の
内
容
に
属
す
る
事
項
で
も
、
多
く
の
国
が
受
け
入
れ
に
難

色
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
条
文
に
つ
い
て
は
、
本
体
か
ら
切
り
離
し
て
「
選
択
議
定
書
」
と
し
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
各

国
の
自
由
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
方
式
を
採
る
こ
と
が
多
い
。

（
11
） 

北
海
大
陸
棚
事
件
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
、
一
九
六
七
年
二
月
二
〇
日
付
託
、
一
九
六
九
年
二
月
二
〇
日
判
決
）：
国
連
海
洋
法
条
約
は
、
隣
接
す
る
か
ま

た
は
向
か
い
合
う
二
国
間
の
大
陸
棚
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
衡
平
の
原
則
に
従
い
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
当
事
国
の
合
意
に
よ
っ

て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
方
法
を
定
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
大
陸
棚
条
約
六
条
は
等
距
離
原
則
を

定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
北
海
の
大
陸
棚
の
境
界
に
関
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
西
ド
イ
ツ
間
及
び
オ
ラ
ン
ダ
・
西
ド
イ
ツ
間
で
は
、
沿
岸
か
ら
一
定
の
沖
合
ま
で
の

部
分
的
な
境
界
線
が
等
距
離
原
則
に
し
た
が
っ
て
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
先
の
沖
合
に
お
け
る
境
界
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
対

立
し
て
い
た
。
大
陸
棚
条
約
批
准
国
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
と
オ
ラ
ン
ダ
は
、
西
ド
イ
ツ
の
沖
合
の
海
域
に
等
距
離
方
式
に
基
づ
く
境
界
画
定
条
約
を

締
結
し
、
そ
の
有
効
性
を
西
ド
イ
ツ
に
対
し
て
も
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
西
ド
イ
ツ
は
、
条
約
の
有
効
性
を

否
定
し
た
た
め
、
事
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
付
託
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
判
決
の
中
で
、
条
約
成
立
後
「
短
期
間
で
あ
っ
て
も
、
全
利
害
関
係
国
を
含
む
、
非
常
に
広
範
な
、
代
表
的
な
参
加
が
あ
る
こ
と
」、

換
言
す
れ
ば
「
条
約
の
多
数
参
加
と
そ
の
代
表
性
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
短
期
間
で
も
慣
習
法
は
成
立
す
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
件

を
当
該
事
件
に
当
て
は
め
る
と
、
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
六
条
に
つ
い
て
は
慣
習
法
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

参
照
：
松
田
真
美
「
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
│
判
例
紹
介
│
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
〇
〇
五
．
七
、
四
二
頁
以
下
。
小
森
光
男

「
北
海
大
陸
棚
事
件
と
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
お
け
る
衡
平
概
念
」
栗
林
忠
男
外
編
『
海
洋
法
の
主
要
事
例
と
そ
の
影
響
』
有
信
堂
高
文
社

二
〇
八



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
七
）

二
〇
〇
七
年
刊
二
三
九
頁
以
下
。

（
12
） 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
オ
デ
コ
・
ニ
ホ
ン
・
Ｓ
Ａ
事
件
に
関
す
る
一
九
八
二
年
四
月
二
二
日
東
京
地
裁
判
決
が
あ
る
。
外
国
法
人
オ
デ
コ
（
以

下
Ｘ
）
は
日
本
企
業
Ａ
と
契
約
し
、
Ａ
社
が
鉱
業
権
を
有
す
る
日
本
の
領
海
外
に
あ
る
鉱
区
で
Ｘ
が
油
井
の
掘
削
作
業
等
を
行
う
こ
と
を
請
け
負
い
、

そ
の
代
金
を
得
た
。
法
人
税
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
法
人
は
、
国
内
源
泉
所
得
を
有
す
る
場
合
の
み
法
人
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。
税
務
当
局
は
、

大
陸
棚
条
約
二
条
一
項
が
「
沿
岸
国
は
、
大
陸
棚
に
対
し
、
大
陸
棚
を
探
索
し
及
び
そ
の
天
然
資
源
を
開
発
す
る
た
め
の
主
権
的
な
権
利
を
行
使
す

る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
日
本
も
慣
習
国
際
法
に
基
づ
き
大
陸
棚
に
つ
い
て
主
権
的
権
利
を
有
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
こ
の
「
主
権
的
権
利
」
の
中
に
は
課
税
権
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
Ｘ
の
本
件
掘
削
作
業
に
よ
る
所
得
は
法
人
税
法
に
い
う
国
内
源
泉
所
得

に
該
当
す
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
東
京
地
方
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
大
陸
棚
条
約
一
条
〜
三
条
は
、
既
に
国
際
慣
習
法
と

い
え
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
判
決
し
て
い
る
。

「
ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
を
先
駆
と
す
る
各
国
の
大
陸
棚
に
対
す
る
権
益
主
張
や
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
、
大
陸
棚
に
関
す

る
国
際
法
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
き
、
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
大
陸
棚
条
約
の
採
択
と
そ
の
後
の
国
際
慣
行
な
い
し
国
家
実
行
（
ち
な

み
に
、
ラ
フ
ス
判
事
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見
の
中
で
、
現
在
約
七
〇
か
国
が
大
陸
棚
区
域
の
探
索

及
び
開
発
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
述
べ
て
い
る
。）
は
、
大
陸
棚
条
約
一
条
な
い
し
三
条
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
大
陸
棚

制
度
の
基
本
理
念
を
、
慣
習
国
際
法
上
の
規
則
と
な
し
、
右
慣
習
国
際
法
の
存
在
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
に
よ
り
確
認

さ
れ
た
。」

東
京
高
裁
の
控
訴
審
一
九
八
四
年
三
月
一
四
日
判
決
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。

（
13
） 

小
田
滋
『
海
洋
法
（
上
巻
）』（
有
斐
閣
一
九
八
五
年
刊
）
五
頁
に
、
一
九
七
八
年
時
点
に
お
け
る
海
洋
法
四
条
約
の
批
准
状
況
一
覧
表
が
載
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
東
欧
で
は
一
一
ヶ
国
の
す
べ
て
が
、
西
欧
等
二
五
ヶ
国
で
は
三
ヶ
国
を
除
い
た
す
べ
て
が
、
四
条
約
の
全
て
、
少
な
く
と

も
一
部
を
批
准
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
フ
リ
カ
四
九
ヶ
国
で
は
、
一
つ
し
か
批
准
し
て
い
な
い
国
を
含
め
て
も
、
批
准
国
は
一
二
ヶ
国
に
留

ま
り
、
ア
ジ
ア
三
八
ヶ
国
で
も
そ
れ
は
一
〇
ヶ
国
、
中
南
米
二
七
ヶ
国
で
も
九
ヶ
国
に
留
ま
る
な
ど
、
開
発
途
上
国
の
非
批
准
率
が
異
常
に
高
い
が
、

こ
れ
は
、
そ
う
し
た
反
対
の
表
れ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
八
）

（
14
） 

小
田
滋
（
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）
│
）
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
法
・
海
洋
法
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
注（
11
）に
紹
介
し
た
「
北
海

大
陸
棚
事
件
」
に
お
い
て
は
西
ド
イ
ツ
の
弁
護
人
を
務
め
、
ま
た
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
は
日
本
代
表
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍

し
た
。
一
九
七
六
年
二
月
六
日
か
ら
二
〇
〇
三
年
二
月
五
日
ま
で
三
期
二
七
年
間
に
わ
た
り
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
を
勤
め
た
。

（
15
） 
小
田
滋
『
海
の
国
際
法
（
下
巻
）』
有
斐
閣
一
九
六
九
年
刊
二
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
16
） 

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
四
年
六
月
現
在
、
条
約
署
名
国
一
八
〇
ヶ
国
、
批
准
国
は
一
六
六
ヶ
国
に
達
し
て
い
る
。
な
お
、
極
め
て
重
要

な
非
批
准
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
あ
る
。
出
典
＝
国
連
条
約
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

http://treaties.un.org/P
ages/V

iew
D
etailsIII.aspx?&

src=T
R
E
A
T
Y
&
m
tdsg_no=X

X
Ĩ6&

chapter=21&
T
em

p=m
tdsg3&

lang=en

（
17
） 

一
九
五
八
年
公
海
条
約
一
条
で
は
、
公
海
に
対
し
「
い
ず
れ
の
国
の
領
海
ま
た
は
内
水
に
も
含
ま
れ
な
い
海
洋
の
す
べ
て
の
部
分
」
と
い
う
単

純
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
は
様
々
な
制
限
概
念
を
導
入
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
定
義
と
な
り
、

今
日
の
公
海
は
、
従
来
の
概
念
よ
り
か
な
り
範
囲
的
に
縮
小
し
て
い
る
。

（
18
） 

小
田
滋
は
「
こ
こ
で
大
陸
棚
の
上
部
水
域
が
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
第
七
八
条
と
も
関
連
し
、

も
ち
ろ
ん
排
他
的
経
済
水
域
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
別
と
し
て
、
大
陸
棚
の
上
部
水
域
そ
の
も
の
は
公
海
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。」
と
し
て
い
る
（
小
田
・
注（
15
）紹
介
書
二
五
六
頁
よ
り
引
用
）。

（
19
） 

古
家
修
一
は
、
海
洋
法
条
約
に
人
工
島
及
び
施
設
・
構
築
物
の
定
義
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
現
実
に
生
じ
て
い

る
と
い
う
（
島
田
征
夫
・
林
司
宣
編
『
海
洋
法
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
』
有
信
堂
二
〇
〇
五
年
刊
六
〇
頁
＝
古
家
修
一
執
筆
部
分
）。

「
多
く
の
国
の
国
内
法
が
こ
れ
ら
の
区
別
を
行
わ
ず
、
一
律
に
沿
岸
国
の
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。」

（
20
） 

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
は
、
従
来
の
概
念
図
で
は
、
一
般
に
船
舶
型
の
形
態
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
本
体
部
分
が
純
然
た
る

船
舶
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
の
付
帯
施
設
を
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
地
球
か
ら
宇
宙

へ
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
上
基
部
に
は
地
球
各
地
か
ら
の
相
当
量
の
交
通
が
予
想
さ
れ
、
最
寄
り
の
沿
岸
か
ら

二
〇
〇
海
里
以
上
も
離
れ
た
洋
上
に
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
交
通
は
航
空
機
ま
た
は
船
舶
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
上
基
部
と

物
理
的
に
一
体
構
造
を
持
た
せ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
地
上
基
部
は
、
そ
れ
に
付
設
さ
れ
る
空
港
及
び
海
港
と
事
実
上
一
体
的
に
運
用
さ
れ
る
必

二
一
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
九
）

要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
海
上
に
設
け
ら
れ
た
大
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
用
の
三
〇
〇
〇
ｍ
級
の
滑
走
路
を
持
つ
空
港
や
海
港
は
、
そ
の
規
模
か
ら
、
移
動
性

を
持
つ
と
否
と
に
関
わ
り
な
く
、
必
然
的
に
人
工
島
的
な
体
裁
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
人
工
島
で
あ
る
、
と
い
う
沿
岸

国
の
主
張
を
排
除
す
る
の
は
困
難
と
予
想
さ
れ
る
。

（
21
） 
大
陸
棚
の
定
義
に
出
て
く
る
縁
辺
部
と
は
、
次
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
（
注（
19
）前
掲
書
六
八
頁
＝
羽
室
和
親
執
筆
部
分
よ
り
引
用
）。

「
沿
岸
国
の
陸
塊
が
海
面
下
ま
で
伸
び
て
い
る
部
分
で
あ
っ
て
、
棚
、
斜
面
及
び
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
（rise

）
よ
り
構
成
さ
れ
、

ま
た
大
陸
縁
辺
部
よ
り
沖
合
の
海
底
が
大
洋
底
（deep ocean fl oor

）
で
あ
る
。
棚
（shelf

）
と
は
、
地
形
学
・
地
質
学
上
の
大
陸
棚
に
相

当
し
、
斜
面
（slope

）
は
、
棚
の
外
縁
か
ら
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
の
始
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
、
も
し
く
は
傾
斜
の
一
般
的
減
少
が
起
こ

る
と
こ
ろ
の
海
底
（
大
陸
斜
面
）
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
は
、
大
陸
斜
面
の
ふ
も
と
か
ら
大
洋
底
に
向
か
っ
て
下
っ
て

い
く
緩
や
か
な
海
底
を
い
い
、
斜
面
と
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
の
境
界
が
『
大
陸
斜
面
の
脚
部
（foot of the continental slope

）
で

あ
る
。」

（
22
） 

国
連
大
陸
棚
限
界
委
員
会
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
地
質
学
、
地
球
物
理
学
、
水
路
学
の
専
門
家
二
一
名
で
構
成

さ
れ
、
沿
岸
国
が
提
出
し
た
大
陸
棚
延
長
申
請
を
審
査
し
、
勧
告
を
出
す
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
沿
岸
国
が
、
大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
勧
告
に

基
づ
い
て
設
定
し
た
大
陸
棚
の
限
界
は
、
最
終
的
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
拘
束
力
を
有
す
る
（
国
連
海
洋
法
条
約
第
七
六
条
八
）。

（
23
） 

林
司
宣
（
も
り
た
か
）
は
、「
妥
当
な
考
慮
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
注（
19
）前
掲
書
九
八
頁
＝
林
司
宣
執
筆
部
分
）。

「
ど
の
よ
う
な
利
用
が
不
当
な
妨
げ
と
な
る
か
は
、
一
般
的
な
基
準
は
存
し
な
い
の
で
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
判
断
し
、
当
事
者
間
に
争
い
が
あ

る
場
合
に
は
、
最
終
的
に
は
紛
争
解
決
手
段
（
第
一
四
部
）
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
24
） P

ickering v R
udd 

（1815

） 171 E
R
 70

（
25
） G
uille v. S

w
an, 19 John 381 

（N
Y
 S

up. 1822

）

（
26
） 

ガ
イ
ル
対
ス
ワ
ン
事
件
で
、
裁
判
所
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
操
縦
士
が
水
平
方
向
の
動
き
を
制
御
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
気
球
は
風
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
り
、
操
縦
士
に
で
き
る
こ
と
は
い

つ
、
ど
の
よ
う
に
降
り
る
か
と
言
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
昇
っ
た
場
所
か
ら
近
距
離
に
あ
る
原
告
の
敷
地
内
に
降
り
た
。
さ
て
、
彼
が
降

二
一
一
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十
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第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
〇
）

下
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
通
常
、
好
奇
心
か
ら
か
、
危
険
な
状
況
か
ら
彼
を
救
出
す
る
目
的
の
た
め
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

多
く
の
人
び
と
が
追
随
し
て
く
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
操
縦
士
は
予
見
す
べ
き
で

あ
っ
て
、
責
任
が
あ
る
。
群
衆
が
、
彼
の
助
け
を
呼
ぶ
の
を
聞
い
た
か
ど
う
か
は
、
些
細
な
問
題
で
あ
り
、
彼
が
助
け
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

状
況
に
身
を
置
い
て
お
り
、
そ
れ
故
に
群
衆
は
好
奇
心
と
援
助
と
い
う
二
重
の
動
機
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
、
突
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
ま

仮
に
、
被
告
が
群
衆
に
向
か
っ
て
彼
を
援
助
す
る
よ
う
手
招
き
し
て
い
た
場
合
は
、
原
告
の
土
地
に
群
衆
が
侵
入
し
た
こ
と
に
対
し
責
任
を
負

う
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
生
じ
る
わ
け
が
な
い
と
私
は
考
え
る
。」

（
27
） 

こ
こ
以
降
に
お
け
る
各
航
空
条
約
成
立
の
経
緯
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
に
依
存
し
て
記
述
し
て
い
る
。

http://legacy.icao.int/icao/en/hist/stam
ps/

（
28
） 

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
現
時
点
で
の
加
盟
国
数
は
、
次
に
依
っ
た
。

http://w
w
w
.icao.int/M

em
berS

tates/M
em

ber%
20S

tates.E
nglish.pdf

（
29
） 

シ
カ
ゴ
条
約
一
条
は
「
締
約
国
は
、
各
国
が
そ
の
領
域
上
の
空
間
に
お
い
て
完
全
且
つ
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。」
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
領
域
上
の
空
間
が
ど
こ
ま
で
の
高
さ
に
及
ぶ
も
の
か
は
定
め
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
五
条
は
「
各
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の

航
空
機
《
中
略
》
が
、
す
べ
て
、
事
前
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
で
、
且
つ
、
そ
の
航
空
機
が
上
空
を
飛
行
す
る
国
の
着
陸
要
求
権
に

従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
国
の
領
域
内
へ
の
飛
行
又
は
同
領
域
の
無
着
陸
横
断
飛
行
を
し
、
及
び
運
輸
以
外
の
目
的
で
の
着
陸
を
す
る
権
利

を
、
こ
の
条
約
の
条
項
を
遵
守
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
有
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
上
空
」
が
ど
こ
ま

で
の
高
さ
に
及
ぶ
の
か
は
述
べ
て
い
な
い
。

（
30
） 

赤
道
直
下
に
領
土
を
有
す
る
の
は
、
次
の
国
で
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
（R

epública F
ederativa do B

rasil

）、
コ
ロ
ン
ビ
ア
（R

epublica de colom
bia

）、
コ
ン
ゴ
共
和
国
（R

épublique du C
ongo

）、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
（R

épublique D
ém

ocratique du C
ongo

）、
エ
ク
ア
ド
ル
（R

epública del E
cuador

）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（R

epublik 

Indonesia

）、
ケ
ニ
ア
（R

epublic of K
enya

）、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
（R

epública D
em

ocrática de S
ão T

om
é e P

ríncipe

）、
ウ
ガ
ン

ダ
（R

epublic of U
ganda

）、
ガ
ボ
ン
（R

épublique G
abonaise

）、
ソ
マ
リ
ア
（Jam

huuriyadda F
ederaalka S

oom
aaliya

）

二
一
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
七
一
）

（
31
） 

次
の
三
ヶ
国
は
、
赤
道
を
挟
ん
で
領
土
を
有
す
る
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
（R

epublic of M
aldives

）、
キ
リ
バ
ス
（R

epublic of K
iribati

）、
赤
道
ギ
ニ
ア
（R

epública de G
uinea E

cuatorial

）

（
32
） 
ボ
ゴ
タ
宣
言
に
参
加
し
た
八
ヶ
国
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ン
ゴ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ケ
ニ
ア
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ザ
イ
ー
ル
。
な
お
、
最
後
の
ザ
イ
ー
ル
は
、
そ
の

後
、
国
名
を
変
更
し
、
今
日
で
は
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
と
な
っ
て
い
る
。

（
33
） 

ボ
ゴ
タ
宣
言
は
、
正
式
名
称
を
「
第
一
回
赤
道
諸
国
会
合
宣
言
（D

eclaretion of the F
irst M

eeting of E
quatorial C

ountries 

（A
dopted on D

ecem
ber 3,1976

））」
と
い
う
。

（
34
） 

ボ
ゴ
タ
宣
言
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
中
央
学
院
大
学
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
編
集
「
原
典　

宇
宙
法
」
よ
り
引
用
。

http://w
w
w
.jaxa.jp/library/space_law

/chapter_2/2-2-1-2_j.htm
l

（
35
） 

例
え
ば
、
日
本
の
南
鳥
島
付
近
で
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
領
土
・
領
海

上
の
宇
宙
空
間
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
大
半
は
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
36
） 

宇
宙
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
（S

pace N
ecklace

）
と
呼
ば
れ
る
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
方
法
で
あ
る
。
静
止
軌
道
上
に
地
球
を
取
り
巻
く
形
に

リ
ン
グ
状
に
ケ
ー
ブ
ル
を
張
り
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
地
表
に
ケ
ー
ブ
ル
を
下
ろ
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
依
る
場
合
、
リ
ン
グ
の

長
さ
は
二
六
万
㎞
ほ
ど
と
な
る
が
、
こ
れ
は
一
〇
万
㎞
に
達
す
る
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
本
体
と
比
較
し
て
、
さ
ほ
ど
長
い
わ
け
で
は
な
い
。
力
学
的
に

安
定
し
て
お
り
、
地
球
の
重
力
の
ば
ら
つ
き
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
地
球
の
赤
道
上
の
任
意
の
地
点
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
で
き
、
ま

た
、
静
止
軌
道
上
の
他
の
施
設
と
の
往
還
に
も
優
れ
て
い
る
の
で
、
法
的
問
題
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
最
有
力
の
建
設
方
法
と
な
り
得
る
。
い
く
つ

か
の
具
体
的
方
法
も
既
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注（
2
）で
紹
介
し
た
講
演
中
の“A

 R
ing around the W

orld”

で
ク
ラ
ー
ク
が
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
最
初

に
考
案
し
た
の
は
旧
ソ
連
のG

. P
olyakov

で
、
ク
ラ
ー
ク
が
引
用
し
た
出
典
は
、A

 space ‘N
ecklace’ about the earth, 

（K
osm

icheskoye 

ozherel'ye zem
li

）. T
eknika M

olodezhi, N
o. 4 41-43 

（1977

）. （N
A
S
A
 T

M
-75174

）
と
い
う
。

（
37
） 

シ
カ
ゴ
条
約
第
一
四
付
属
書
は
、
基
本
的
に
は
飛
行
場
に
つ
い
て
の
標
準
及
び
勧
告
方
式 

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
四
．
三
（
障

二
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
二
）

害
物
の
制
限
表
面
外
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
）
が
こ
の
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
原
文
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

T
he A

nnex 14 

（A
erodrom

es

） C
hapter 4.3 

（O
bjects outside the obstacle lim

itation surfaces

） of C
hicago C

onvention 

recom
m
ends as follow

s:.

4.3.1 R
ecom

m
endation- A

rrangem
ents should be m

ade to enable the appropriate authority to be consulted concerning proposed 

construction beyond the lim
its of the obstacle lim

itation surfaces that extend above a height established by that authority, in 

order to perm
it an aeronautical study of the eff ect of such construction on the operation of aeroplanes.

4.3.2 R
ecom

m
endation- In areas beyond the lim

its of the obstacle lim
itation surfaces, at least those objects w

hich extend to a 

height of 150 m
 or m

ore above ground elevation should be regarded as obstacles, unless a special aeronautical study indicates 

that they do not constitute a hazard to aeroplanes.

N
ote- T

his study m
ay have regard to the nature of operations concerned and m

ay distinguish betw
een day and night 

operations.

（
38
） 

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
研
究
者
の
一
人
エ
ド
ワ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
注（
7
）に
紹
介
し
た
が
、
彼
が
、
一
般
向
け
啓
蒙
書
と
し
て
書
い
た
の
が
次
の

書
で
あ
る
。

“L
eaving the P

lanet by S
pace E

levator” L
ulu.C

om
 

（2006/10/30

）

同
書
の
邦
訳
が
『
宇
宙
旅
行
は
エ
レ
ベ
ー
タ
で
』（
オ
ー
ム
社
二
〇
一
三
年
刊
）
で
あ
る
。
そ
の
二
一
三
頁
で
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
次
の
様
に
述
べ
て

い
る
。「

ア
ー
ス
ポ
ー
ト
の
周
辺
に
は
、
立
ち
入
り
禁
止
区
域
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
範
囲
を
ど
の
程
度
に
す
れ
ば
よ
い
か
は
、
筆

者
達
の
専
門
領
域
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
数
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。〈
中
略
〉
飛
行
機
や
船
舶

が
立
ち
入
り
禁
止
区
域
内
に
迷
い
込
ん
で
き
た
時
に
は
ど
う
す
る
か
。
そ
の
場
合
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．と
同
じ
く
、
区
域
内
に
入
っ
た
段

階
で
す
ぐ
さ
ま
撃
墜
や
破
壊
の
対
象
と
な
る
。
不
法
に
立
ち
入
っ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
が
ミ
サ
イ
ル
を
も
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
敵
意
あ

る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

二
一
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
七
三
）

（
39
） 

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
は
航
空
機
乗
っ
取
り
事
件
が
起
き
た
場
合
に
対
処
す
る
べ
く
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行

機
に
対
し
、
連
邦
国
防
大
臣
が
撃
墜
命
令
を
下
す
権
限
を
容
認
す
る
「
航
空
保
安
法
（L

uftsicherheitsgesetz

）」
を
施
行
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
二
〇
〇
六
年
二
月
一
五
日
、
同
法
は
「
乗
客
の
生
存
権
を
侵
害
す
る
」
な
ど
と
し
て
、
違
憲
と
す
る
判
断
を
下
し
た

（B
V
erfG

E
115.118

参
照
）。

（
40
） 

米
国
の
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
研
究
者
は
、
ク
ラ
イ
マ
ー
の
推
進
力
と
し
て
、
地
上
か
ら
発
射
す
る
レ
ー
ザ
ー
に
よ
る
方
法
を
従
来
か
ら
研
究
し

て
き
た
。
し
か
し
、
地
上
か
ら
大
気
を
通
し
て
レ
ー
ザ
ー
を
照
射
す
る
場
合
に
は
、
大
気
の
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
正
確
に
ク
ラ
イ
マ
ー
に

光
線
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
大
気
の
影
響
が
除
去
出
来
る
数
十
㎞
の
高
さ
の
塔
の
上
に
地
上
基
部
を
置
く
こ
と
を
検
討
し
て
い

る
。
参
照“S

pace E
levators: A

n A
ssessm

ent of the T
echnological F

easibility and the W
ay F

orw
ard” by P

eter S
w
an, S

cience 

D
eck B

ooks; 1 edition 

（O
ctober 1, 2013

）

（
41
） 

ス
ペ
ー
ス
タ
ワ
ー
構
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。

R
.K

. S
ath, B

.M
. Q

uine, Z
.H

. Z
hu,“F

easibility of 20 km
 F

ree-S
tanding Infl atable S

pace T
ow

er”Y
ork U

niversity. JB
IS

, V
ol. 

62, pp.342-353

（
42
） 

拙
稿
「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
条
約
法
試
論
」
日
本
大
学
法
学
部
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
43
） 

宇
宙
原
則
条
約
は
、
単
に
「
宇
宙
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
大
変
多
い
。
正
式
名
称
は
「
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
の
探
査
及
び

利
用
に
お
け
る
国
家
活
動
を
律
す
る
原
則
に
関
す
る
条
約
（T

reaty on P
rinciples G

overning the A
ctivities of S

tates in the E
xploration 

and U
se of O

uter S
pace, including the M

oon and O
ther C

elestial B
odies

）」
と
い
う
。

（
44
） 

静
止
衛
星
の
存
在
を
根
拠
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
に
抵
触
し
な
い
と
主
張
す
る
者
が
あ
る
（
例
え
ばB

enjam
in 

H
. Jarrell “International and D

om
estic L

egal Issues F
acing S

pace E
levator D

eploym
ent and O

peration” in ‘L
oyola L

aw
 and 

T
echnology A

nnual V
ol. 7:1 S

pring 2007’ of L
oyola U

niversity N
ew

 O
rleans C

ollege of L
aw

 p.91

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
両

者
の
性
格
の
差
を
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
。
静
止
衛
星
は
、
現
実
問
題
と
し
て
宇
宙
空
間
を
数
十
㎞
以
上
の
幅
で
移
動
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
寿

命
は
、
登
載
し
て
い
る
ス
ラ
ス
タ
の
燃
料
量
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
が
、
数
年
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
完
成
す

二
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
四
）

れ
ば
、
真
の
意
味
で
特
定
の
宇
宙
空
間
を
半
恒
久
的
に
占
拠
す
る
人
類
最
初
の
構
造
物
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
独
占
は
、
民
事
的
に
も
軍
事
的
に

も
、
そ
の
国
に
、
他
国
が
追
随
不
可
能
な
利
点
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
宇
宙
活
動
自
由
原
則
か
ら
も
、
大
き
な
問
題
と
な
り
う
る
。

二
一
六


